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資本準備金及び利益準備金の減少に関するお知らせ

（商法第２８９条第２項に基づく法定準備金の減少）

当社は、平成１４年２月１４日開催の取締役会において、平成１４年３月２８日に開催を予定

している定時株主総会に、下記のとおり資本準備金及び利益準備金の減少について付議するこ

とを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．資本準備金及び利益準備金減少の目的

商法第２１０条に基づく自己株式の取得に充当すること等を目的として、商法第２８９条

第２項に基づき資本準備金及び利益準備金を減少して剰余金に組み入れるもの。

２．資本準備金減少の要領

（１）資本準備金３８,２２９,７４１,８７２円について８,０００,０００,０００円減少して、

３０,２２９,７４１,８７２円とする。

（２）利益準備金２２８,３２８,０４９円の全額を減少する。

３．資本準備金及び利益準備金減少の日程（予定）

（１）取締役会決議日：平成１４年２月１４日

（２）株主総会決議日：平成１４年３月２８日

その他、効力発生日については、債権者異議申述期間後の平成１４年５月上旬を予定してい

ます。

（注）上記の内容については、平成１４年３月２８日開催予定の当社定時株主総会において、

「資本準備金及び利益準備金減少の件」が承認可決されることを条件といたします。

以上


